
①戸建て住宅の新築及び戸建て新築住宅の購入

②県内中小工務店※1が施工

③ZEH水準※2の省エネ性能を満たすこと

④子育て世帯及び若者夫婦世帯※3を除く世帯
※1　直近３年間において元請として工事を請け負った新築住宅の戸数平均が50戸未満

　　  である事業者

※2　断熱性能及び一次エネルギー消費量の削減のみを要件とします。

　　（太陽光発電等の再生可能エネルギーは要件としません。）

※3　子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯

　　  若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

　　  ※子育て世帯･若者夫婦世帯は国の「こどもみらい住宅支援事業」が利用できます。

※申請受付は先着順。予算がなくなり次第、終了となります。
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申請期間：令和４年５月２３日～令和４年１１月３０日

しずおか優良木材等を４m3以上使用した場合、さらに補助金を加算します

プラス

しずおか優良木材等補助加算

利用率 補助単価 上限額

50％以上 15,000円／㎥ 30万円

50％未満 10,000円／㎥ 20万円

提出方法：オンライン申請

詳細はホームページを御確認ください。

  省エネ性能が高い住宅の新築及び購入に対して助成します！

静岡県

補 助 額

提 出 先：一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター
　　　　　（TEL：054-202-5573）

制度に関するお問合せ
静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
TEL：054-221-3084


